
ロ

当
該
期
間
に
お
け
る
業
務
運
営
の
状
況

ハ

当
該
業
務
の
実
績
に
係
る
指
標
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
指

標
及
び
当
該
期
間
に
お
け
る
毎
年
度
の
当
該
指
標
の
数
値

ハ

当
該
項
目
に
係
る
指
標
が
あ
る
場
合
に
は
、
当

該
指
標
及
び
当
該
期
間
に
お
け
る
毎
年
度
の
当
該

指
標
の
数
値

ニ

当
該
期
間
に
お
け
る
毎
年
度
の
当
該
業
務
の
実
績
に
係
る
財

務
情
報
及
び
人
員
に
関
す
る
情
報

ニ

当
該
期
間
に
お
け
る
毎
年
度
の
当
該
項
目
に
係

る
財
務
情
報
及
び
人
員
に
関
す
る
情
報

二

当
該
業
務
の
実
績
が
通
則
法
第
二
十
九
条
第
二
項
第
二
号
か
ら

第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
前

号
に
掲
げ
る
業
務
の
実
績
に
つ
い
て
情
報
・
研
修
館
が
評
価
を

行
っ
た
結
果
。
な
お
、
当
該
評
価
を
行
っ
た
結
果
は
、
次
の
イ
か

ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

二

当
該
項
目
が
通
則
法
第
二
十
九
条
第
二
項
第
二
号

か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
も
の
で
あ

る
場
合
に
は
、
前
号
に
掲
げ
る
業
務
の
実
績
に
つ
い

て
情
報
・
研
修
館
が
評
価
を
行
っ
た
結
果
。
な
お
、

当
該
評
価
を
行
っ
た
結
果
は
、
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で

に
掲
げ
る
事
項
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

イ

中
期
目
標
に
定
め
た
項
目
ご
と
の
評
定
及
び
当
該
評
定
を
付

し
た
理
由

イ

評
定
及
び
当
該
評
定
を
付
し
た
理
由

ロ

業
務
運
営
上
の
課
題
が
検
出
さ
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
課
題

及
び
当
該
課
題
に
対
す
る
改
善
方
策

ロ

業
務
運
営
上
の
課
題
が
検
出
さ
れ
た
場
合
に

は
、
当
該
課
題
及
び
当
該
課
題
に
対
す
る
改
善
方

策

ハ

過
去
の
報
告
書
に
記
載
さ
れ
た
改
善
方
策
の
う
ち
そ
の
実
施

が
完
了
し
た
旨
の
記
載
が
な
い
も
の
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の

実
施
状
況

ハ

過
去
の
報
告
書
に
記
載
さ
れ
た
改
善
方
策
の
う

ち
そ
の
実
施
が
完
了
し
た
旨
の
記
載
が
な
い
も
の

が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
実
施
状
況

附

則

こ
の
省
令
は
、
令
和
元
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

独
立
行
政
法
人
中
小
企
業
基
盤
整
備
機
構
の
産
業
基
盤
整
備
業
務
を
除
く
業
務
に
係
る
業
務
運
営
、
財
務
及
び
会
計
並
び
に
人
事
管
理
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

独
立
行
政
法
人
中
小
企
業
基
盤
整
備
機
構
の
産
業
基
盤
整
備
業
務
を
除
く
業
務
に
係
る
業
務
運
営
、
財
務
及
び
会
計
並
び
に
人
事
管
理
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
六
年
経
済
産
業
省
令
第
七
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
は
、
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

（
業
務
実
績
等
報
告
書
）

（
業
務
実
績
等
報
告
書
）

第
五
条

機
構
に
係
る
通
則
法
第
三
十
二
条
第
二
項
の
報
告
書
（
産
業
基
盤
整
備
業
務
に
係
る
部
分
を
除
く
。）に

は
、
当
該
報
告
書
が
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
報
告
書
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か
に
応
じ
、
同
表
の
下
欄
に
掲

げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
際
、
機
構
は
、
当
該
報
告
書
が
同
条
第
一
項
の
評
価
の
根
拠

と
な
る
情
報
を
提
供
す
る
た
め
に
作
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
留
意
し
つ
つ
、
機
構
の
事
務
及
び
事
業
の

性
質
、
内
容
等
に
応
じ
て
区
分
し
て
同
欄
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

第
五
条

機
構
に
係
る
通
則
法
第
三
十
二
条
第
二
項
の
報
告
書
（
産
業
基
盤
整
備
業
務
に
係
る
部
分
を
除
く
。）に

は
、
当
該
報
告
書
が
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
報
告
書
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か
に
応
じ
、
同
表
の
中
欄
に
掲

げ
る
項
目
ご
と
に
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

事
業
年
度
に
お
け
る
業
務
の
実
績

及
び
当
該
実
績
に
つ
い
て
自
ら
評

価
を
行
っ
た
結
果
を
明
ら
か
に
し

た
報
告
書

一

当
該
事
業
年
度
に
お
け
る
業
務
の
実
績
。
な
お
、
当
該
業
務
の

実
績
が
通
則
法
第
二
十
九
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係

る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
次
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
、
同
項
第
三
号
か

ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
次

事
業
年
度
に
お
け
る
業
務
の
実

績
及
び
当
該
実
績
に
つ
い
て
自

ら
評
価
を
行
っ
た
結
果
を
明
ら

か
に
し
た
報
告
書

当
該
事
業
年

度
に
係
る
年

度
計
画
に
定

め
た
項
目

一

当
該
事
業
年
度
に
お
け
る
業
務
の
実
績
。
な
お
、

当
該
業
務
の
実
績
は
、
当
該
項
目
が
通
則
法
第
二
十

九
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
も
の
で

あ
る
場
合
に
は
次
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
、
同
項
第
三
号

令和元年月日 金曜日 (号外第号)官 報
〇
経
済
産
業
省
令
第
八
号

独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
三
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
独
立
行
政
法
人
中
小
企
業
基
盤
整
備
機
構
の
産
業
基
盤
整
備
業
務
を
除
く
業
務
に
係
る
業
務
運
営
、
財
務
及
び
会
計
並
び
に
人
事
管
理
に

関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
元
年
五
月
三
十
一
日

経
済
産
業
大
臣
臨
時
代
理

国
務
大
臣

茂
木

敏
充
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